
（仮称）八木沢風力発電事業環境影響評価方法書に対する環境影響評価法（平成 9 年

6月1 3日法律第8 1号）第1 0条第1項の意見

1 総括的事項

(1) 本事業は、南相馬市ど相馬郡飯舘村の行政界付近の稜線上において大規模な風力

発電所を計画するものであるが、現時点では多くの事項が未定及び検討中とされて

いることから、 今後、 事業内容をより具体化したうえで適切に環境影靱評価を実施

し、 その結果を環境影響評価準備書 （以下「準備書」という。）に記載すること。

また、計画施設により発電した電力が有効利用されるよう系統連系の計画に十全

を期すとともに、’本事業計画が固定価格買取制度(F IT)のもとで、 健全に持続

可能なものとなるよう企画すること。

なお、 事業実施まで長期間を要する場合は、 対象事業実施区域及びその周辺 の社

会環境、 生活環境又は自然環境の変化を踏まえ、 適切に計画を再検討すること。

(2) 環境影蓉評価の実施に当たっては、 十分な基礎資料のもと、 専門家の助言を得な

がら最新の知見及び評価手法を採用し、 住宅等の分布、 風況、 自然状況等の多面的

な視点から風力発電機の配置等を複数案検討し、 綿密な調査を実施すること。

そのうえで、 計画施設の建設及び稼働に伴う環境への影響を的確に把握し、 周辺

への重大な環境影幣を極力回避又は低減すること。

なお、 土砂流出防備保安林及び水源かん養保安林については、 本事業の実施によ

り、 それらの機能の発揮が損なわれることが懸念されることから、 必要な調査、 予

測及び評価を行い、 その結果、 当該機能の減退が明らかとなった場合には、 対象事

業実施区域から除外すること。

(3) 事業の実施に当たっては周辺住民の理解が不可欠であることから、住民に対し事

業による環境への影饗を積極的かつ分かり易く説明して十分な理解を得るととも

に、 住民からの意見や要望に対して誠意を持って対応すること。 なお、 対象事業実

施区域及びその周辺は、東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示が出

されていた地域であることを踏まえ、住民の帰還を妨げることのないよう、 地元自

治体を含む関係機関等とも十分に協議及び調整を行うこと。

また環境影響評価図 書については、 縦覧期間の終了後においてもインタ ーネット

による縦覧を可能にするなど、 周知徹底を図り、 住民の利便性向上に努めること。

2 大気質について

大気質については、事前の数値計算等による結果から、事業の実施による大気質（窒

素酸化物、粉じん等）への影響は極めて小さいとの理由により環境影響評価の項目と
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